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第１回 横浜市保土ケ谷スポーツセンター指定管理者選定委員会 会議録 

開催日時 平成 27 年４月 24 日（金） 10 時 00 分～11 時 00 分 

開催場所 保土ケ谷区役所４階 401 会議室 

出 席 者 <委 員>  伊藤委員、木村委員、小林委員、栁澤委員、山﨑委員（以上５名） 

<事務局>  名木課長、髙橋(勝)係長、川崎、髙橋(友)（以上４名） 

欠 席 者 なし 

開催形態 公開（傍聴者：３名） ※５(2)以後非公開 

内  容 １ 開会 

２ 委員の紹介 

３ 指定管理者制度及び指定管理者選定委員会について 

４ 委員長及び職務代理者の選出について 

５ 議題 

(1) 会議の公開・非公開について 

(2) 評価の最低基準について 

(3) 公募要項（案）について 

  ア 公募スケジュール 

  イ 評価項目基準 

  ウ 施設概要 

  エ その他 

６ その他 

７ 閉会 

決定事項 ４ 委員長及び職務代理者の選出について 

  伊藤委員が委員長、山﨑委員が職務代理者に選出された。 

５ 議題 

（１）会議の公開・非公開について 

・第１回選定委員会については、公募要項案の内容についての審議は非公開とする。 

・第２回選定委員会については、応募団体を除き、応募団体のプレゼンテーション及び

質疑応答は公開とし、委員の評価記入及び審議は非公開とする。 

（２）評価の最低基準について 

・評価基準項目の 60％を最低基準とする。評価基準項目が 105 点満点のため、63 点を

最低点数とする。 

（３）公募要項（案）について 

 ・概ね原案とおりとする。 

 ・面接審査の時間については、応募団体数の状況により、十分な時間設定にすることと

する。 

 ・各委員の合計点で同点者が出た場合は、審議を行い、最終的には委員長判断に委ねる

こととする。 

 ・応募団体の財務状況については、税理士の柳沢委員に資料等で説明をしてもらい、委

員会で審議することとする。 

 ・現指定管理者が応募した場合の実績評価の方法については、事務局が評価案を委員会

に示し、委員会で審議することとする。 

６ その他 

 ・選定委員会の議事録については、事務局で作成し、委員長が内容確認後、ホームペー
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ジ等で公開する。 

 ・本選定に関しての応募団体との接触は禁止とする。 

意見等 １ 評価項目基準について 

 委 員：応募資料だけを見て評価をするのは難しい。 

 事務局：資料を見て仮採点をし、資料だけで判断できない点や不明点等は、面接審査で

確認をしてもらう。 

 委 員：各項目５点満点だが、１～５点のそれぞれの評価基準はあるのか。 

 委 員：最低基準の 60％を考えると、３点が「平均」という評価になる。 

 委 員：面接審査は公開であるが、応募団体に対し、財務状況についての詳細な質問を

する場合、企業秘密情報を答えてしまう可能性がある。どの程度までの質問で

あれば許されるのか。 

 事務局：応募団体が質問に答える際に、どこまでなら話してもいいか、応募団体で判断

して回答してもらう。 

２ 応募団体との接触について 

委 員：特に現指定管理者とは、地域のイベントや会議で顔を合わせることもあるが、

どの程度の接触まで許されるのか。 

 事務局：普段の地域活動まで制限するものではなく、本選定に関しての接触は禁止とい

うことである。 

３ その他 

 委 員：公募要項５ページの「※指定管理者の支出と収入」で、「支出」の欄に「利用

料金」という項目があるが、どういうケースか。 

 事務局：教室事業等で指定管理者が自ら施設を使用する場合も、利用料金を払うという

ことである。 

資料 

・ 

特記事項 

１ 資料 

(1) 横浜市保土ケ谷スポーツセンター指定管理者選定委員会委員名簿 

(2) 指定管理者制度について 

(3) 横浜市スポーツ施設条例 

(4) 横浜市保土ケ谷スポーツセンター指定管理者選定委員会運営要綱 

(5) 横浜市保土ケ谷スポーツセンターの指定管理者の候補者の選定等に関する要綱 

(6) 会議の公開・非公開について 

(7) 評価の最低基準について 

(8) 横浜市保土ケ谷スポーツセンター第３期指定管理者公募要項（案） 

２ 特記事項 

・第２回選定委員会の日程は、委員の予定を調整して決定する。 

 ・本日の議事についての情報、資料の取扱には注意する。 

 


